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相談支援機能強化員連絡会議で抽出された課題の 

障がい者自立支援協議会への引継ぎについて 

 

 

 
平成２７年１１月２０日 

熊本市健康福祉子ども局 

障がい保健福祉課 

 

 



相談支援機能強化員連絡会議（委託相談支援事業所の相談支援機能強化員：９名） 

情報共有 

（会議の役割） 

 ・市全体としての対応の整合性を図る   

 ・各区にまたがる情報共有等を図る     など 

自立支援協議会の各部会（就労・相談・子ども・精神） 

障がい者自立支援協議会（本会議） 

部会での検討が必要な場合 

区障がい福祉ネットワーク会議（区内での相談支援の充実に向けた円滑な連携協力体制の確立） 

相談支援機能強化員連絡会議で抽出された課題の障がい者自立支援協議会への引継ぎについて 

中央区 東区 西区 南区 北区 

協議会で再度検討が必要な場合 
または検討状況の報告 

＜構成＞委託相談支援事業所、各区福祉課、指定特定等相談支援事業所 ※必要に応じて、サービス事業所、関係機関・団体など 


